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１封筒につき両面２枠ずつ　計４枠まで

「東京都北区広告掲載取扱要綱」及び「東京都北区
 区民部広告入り窓口封筒等の寄付に関する取扱要領」
 に基づいた内容
１．広告主は、区内の公共性が高い企業や団体を優先して

広告入り「窓口封筒」　角６　２色刷り　　 129,000枚
　　　　　　　　　　　　　  角２　２色刷り　　  75,000枚

    令和　  　年　  　月　  　日

広告入り窓口封筒提供申込書

　北区が募集する広告入り窓口封筒の提供について、募集要項を承諾のうえ以下のとおり提供
することを申し込みます。

提供者

所在地

ふ　り　が　な

名　　　称
ふ　り　が　な

代表者職・氏名
ふ　り　が　な

担当者氏名

連絡先

業　　種

提供物品の名称

広告スペース

広告の内容

広告主及び
広告内容の制限

　　地域振興に資するものとすること。
２．広告内容は、公共性を重んじ公序良俗に反しない内容と
　　すること 。
３．広告については、封筒作成前に内容の審査を行うもの
　　すること。
４．広告主については、封筒納入日２カ月前までに決定し、
　　広告主一覧及び広告のレイアウトを提出すること。


